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１ 水道法の改正
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２ 水道事業に関する予算
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➢ 2020年度までの「防災・減災、国土強靱化のための３カ年緊急対策」を集中的に実施
→実施状況を踏まえ、国土強靱化の取組の加速化・深化を図る

➢ 広域化計画の中にシステム標準化を含むデジタル化の推進に関する事項も盛り込む

12



13



14



15



事業規模の見直しに伴い、配水池及び浄水場等の統合整備を行う事業

交付率 ： １／３【採択要件等】

・資本単価 ：
水道事業・・・90円／㎥以上
用水供給・・・70円／㎥以上

・同一系統において３施設以上を廃止

・公表された施設整備計画等に基づく
事業

※廃止施設名等、施設整備内容が
具体的に記載されていること

【補助対象】

・浄水施設、送配水施設等

※管路は対象外

※撤去のみの場合は対象外

・他施設の廃止に伴う既存施設の増強・改良

・統合施設の新設

×

×

×

水 道 施 設 再 編 推 進 事 業 (R2～)
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３ 水道基盤強化に向けた

本県の取組

(1) 適切な資産管理の推進
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基盤強化のために水道職員に求められること①

適切な資産管理には施設の正確な把握がスタートライン

①点検を含む施設の維持・修繕を行うことを義務付け（第22条の2）

②台帳の整備を行うことを義務付け（第22条の3）

災害時の迅速な復旧作業の
基礎データ
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基盤強化のために水道職員に求められること②

把握した施設の計画的な更新には長期収支見通しが必要

③長期的な観点から、水道施設の計画的な更新に努めなければ

ならない。そのために、水道施設の更新に要する費用を含む収

支の見通しを作成し公表するよう努めなければならない

（第22条の４）

施設更
新計画

収支見
通し

両目で長期的・立体的に見ることが求められる
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基盤強化のために水道職員に求められること③

長期収支見通しにはアセマネのレベルアップが必要

【現状】

○厚労省が平成21年7月に「水道事業におけるアセットマネジメントに
関する手引き」を作成して10年以上にわたり取り組んでいるが、未だ
に標準レベル（タイプ３Ｃ）に達していない事業体が見受けられる。

○レベルが低いこともあり、実施結果が将来見通し（施設整備計画、
財政計画）に活かされていない。

先送りはいよいよ
限界

水道資産を正確に把握
しないままでは、適切な
管理はできない！
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水道法改正を契機とした本県の取組(R1～)

ＡＭ標準レベル（３Ｃ）達成と経営戦略の質向上により
「データに基づく」経営基盤強化策の検討を促進。

計画的かつ最適な投資を行うための条件を整備

水道班・市町振興課の職員が伴走型支援を実施。

ＡＭ３Ｃ達成支援 経営戦略の質向上支援

アクアーラ(17事業体）
ＡＭ研修会

経営状況ヒアリング
（3C達成済事業体）

目標：R5年度末までに全事業体のＡＭ３Ｃと経営戦略質向上を達成
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３ 水道基盤強化に向けた

本県の取組

(２) 広域連携
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兵庫県水道事業のあり方懇話会報告書（Ｈ30.3）

水道事業を取り巻く課題への対応方策として３項目を提言

【提言１】

○地域特性に即した対応方策（広域連携等）の検討・実施

→地域別協議会でソフト・ハードの連携方策を検討

【提言２】

○不足する専門職員の確保・育成に向けた仕組みづくり

→まちづくり技術センターに上水道部門を設置

【提言３】

○国に対する財政措置・制度改正の要請・提案

懇話会期間（Ｈ28～29）中に開催されたブロックごとの検討会
（地域別協議会）を活用して連携方策を検討していくスキーム
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未来への扉を開く襷（タスキ）をつなぐ処方箋



①新温泉町と朝来市による「水道施設台帳共同電子化」
②朝来市と豊岡市による「薬剤の共同購入」→近隣市町に拡大予定

③加東市と丹波篠山市の連絡管接続

④加西市と多可町による「メーター共同購入」
→Ｒ２から西脇市と加東市が参加

懇話会報告後に実現した連携

⑤神戸市による「経理事務担当者会議」の開催
→近隣の１０事業体が参加

連携を実現された皆さまの声（信頼感が深まった）
「コスト削減効果はわずかだがお互いのことをよく知ることができた」
「災害時だけではない顔が見える関係ができたことが良かった」 28



①朝来市と豊岡市による「メーター共同購入」
②朝来市と養父市による「料金徴収業務共同委託」
③但馬ブロックによる「上下水道事務連携会議」の開催

④丹波市と福知山市による「連絡管接続」

懇話会報告後の連携の芽生え（主なもの）

⑤西脇市と多可町に
よる「連絡管接続」

事務部門
連携

①既存フレーム
の活用要請

②中核事業体
への協力要請

中核事業体（神戸市、阪神水道、企業庁）及び
ＣＴＣによる県内事業体への技術支援
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水道連携事業実施計画の策定（R2～）

連携はコスト削減方策ではなく、確実に訪れる人口減少＝
「職員減少」に対して、水道のタスキをつなぐ選択肢の一つ30

県内８グループで検討会議を開催中

希望に応じたグループに再編

神戸・阪神南に
淡路・明石を編入

北播磨に三木・
小野を編入

５月：全県会議
・概要説明

６月：第１回グループ会議
・検討の進め方の共有
・取組方策の抽出

８月：第２回グループ会議

・取組方策の実現に向けた課題
整理と検討方法の決定

１０～１１月：第３回グループ会議
・重点取組方策の決定

以降、継続開催予定



３ 水道基盤強化に向けた

本県の取組

(３) 官民連携
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地元工事業者を主体とする簡易で小規模な設計施工一括発注（ＤＢ）方式

①設計施工一括発注による設計・積算業務の効率化及び設計変更等の工事事務の軽減
②入札方式等の現行の契約制度の範囲内での導入（導入負荷の軽減）

③管路工事の規模を現在と変えずに地元工事業者の受注機会を損なわない（地元工事業
者の育成）
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「希望のタスキを繋げよう」とは？

水道に携わる公務員の責任として、

①適切な資産管理に基づき、計画的かつ最適な
投資を行う

水道事業の「希望のタスキ」を繋げよう

（適切な資産管理＝点検、維持修繕、台帳整備・アセットマネジメント）

②アセットマネジメントにおいて、収支ギャップが
生じる場合に、具体的なギャップの解消方法を考
えて実行する

ことによって

本県の水道基盤強化の取組目的
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